
改
め
、
同
項
14
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
15
中
「
第
三

十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
16
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
17
中
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
四

項
」
に
、「
証
人
」
を
「
関
係
人
」
に
改
め
、
同
項
18
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条

の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
19
中
「
第
四
十
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
七
第
四
項
」
に
改
め
、

同
項
20
中
「
第
四
十
条
第
八
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

同
表
四
の
項
29
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
条
第
四
項
及
び
第

八
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
六
第
一
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
七
第
四
項

及
び
第
四
十
一
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
項
40
を
同
項
43
と
し
、
同
項
30
か
ら
同
項
39
ま
で
を
三
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
項
29
を
同
項
32
に
改
め
る
。

同
表
四
の
項
28
を
同
項
31
と
し
、
同
項
31
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

30

第
五
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
実
施
状
況
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

同
表
四
の
項
27
を
同
項
29
と
し
、
同
項
23
か
ら
同
項
26
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
25
の
前

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

24

第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

同
表
四
の
項
22
を
同
項
23
と
し
、
同
項
21
を
同
項
22
と
し
、
同
項
20
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

21

第
四
十
一
条
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
中
労
委
に
対
す
る
審
査
申
立
書
の
送
付
に
関
す

る
こ
と
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

名
　
　
　
　
　
称

ひ
　
　
な
　
　
形

字
　
体

寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法

山
梨
県
労
働
委
員

県
　
委
　
印

会
印

梨
　
働
　
会

て
ん
書

三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

山
　
労
　
員

県
　
員
　
印

山
梨
県
労
働
委
員

委
　

会
長
印

梨

働
　
長

て
ん
書

二
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

山
　
労
　
会

目
　
　
　
次

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
公
印
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

そ
　
の
　
他

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
二
号

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
渡
　
　
辺
　
　
和
　
　
廣

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
労
働
委
員
会
運
営
規
程

第
一
条
中
「
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
山
梨
県
労
働
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
」
を
「
山
梨
県
労
働
委
員
会
告
示
」
に
、「
山

梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
」
を
「
山
梨
県
労
働
委
員
会
訓
令
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
く
次
の
事
項

１
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
組
合
に
対
す
る
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
解
調
書
の
正
本
の
送
達
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
第
二
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
和
解
調
書
の
正
本
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

同
表
四
の
項
５
中
「
決
定
書
」
を
「
資
格
審
査
決
定
書
」
に
、「
証
明
書
」
を
「
資
格
証
明
書
」
に

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
二
号
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

十
二
月
二
十
八
日

号
外
第
六
十
二
号

火　曜　日



委
員
会
委
員
長
印

会
　
員
　
印

員

て
ん
書

二
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

委
　
委
　
長

労
　
会
　
印

県

員

長

山
梨
県
労
働
委
員

局

て
ん
書

二
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

会
事
務
局
長
印

梨

委

務

山
　
働
　
事

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
に
基

づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
印
を
当
該
各
号
の
と
お
り
制
定
し
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の

使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
渡
　
　
辺
　
　
和
　
　
廣

一
　
山
梨
県
労
働
委
員
会
印

印
影

二
　
山
梨
県
労
働
委
員
会
長
印

印
影

三
　
山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長
印

印
影

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
六
十
二
号
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日

二


